
【ダイオキシン対策のあらまし】

ダイ牙キンン類ほ廃棄物焼却施設や製鋼用電気炉  キ ンン類の汚染実態|こついては、まだ十分|こ判明し

等で発生の後、大気や水質といった様々な環境媒体  て しヽるとはいえないことから、ダイオキシン対策を

中を移動し、人の体内に摂取されています。しかし、  進 める|こ当たっては、次のことが大切です。

対策を講じてい<た めの基礎となる環境中のダイ才

○まず、大気 ・水域等の環境媒体や食品等の実態を把握することと、

○あわせて、廃棄物焼却施設等|こかけるダイオキシン類の排出抑制対策を講じ、さ引こ廃棄

物の排出抑制及び減量化 ・資源化を徹底すること

そこで、県では、ダイオキシン法や 「廃棄物の処  略 します。)」|こ基づき、次のような具体的な対策に

理及び清掃|こ関する法律 (以下 「廃棄物処理法」と  取 り組んでしヽます。

○大気や水域、土壊等の汚染実態の把握のため、常時監視等の環境調査を行しヽ、

○環境基準を超える地点等が認められた場合|こは、原因究明等を進めるととも|こ、

○廃棄物処理施設等における排出ガスや排出水の排出基準等の遵守や施設の維持管理の改善

指導を行い、

○日常生活や事業活動|こか|する廃棄物の排出抑制やリサイクル推進のための諸対策|こ取り組

んでしヽます。

さら|こ、「特定化学物質の環境への排出量の把握  情 報提供などを行うととも|こ(図6)、これらの種々

等及び管理の改善の促進|こ関する法律 (以下 「PR  の 対策を的確|こ進めるために市町村との連携を図り

TR法 」と略します。)」への対応、各種調査結果の  つ つ取り組みを進めています。

1)発生源対策の推進

2)実態調査等の推進

3)情報提供 ・普及啓発

(4)推進 ・検討体制の

図6 本 県
*に

おけるダイオキシン対策のあらまし

【オ主】 【施 策 】

ア廃棄物焼却炉対策

(→5～9ページ)

イ廃棄物の発生抑制対策

ア大気、水域等の環境調査

(→10～20ベージ)

イ食品等の調査

ウ農用地等の調査

工母子しの継続調査

才PRTRの 推進

力調査研究体制の整備

(→21ベージ)

(→21ベージ)

【主 な 取 組】

ダイオキンン恒久対策の推進

ごみ処理広域化計画の推進

ダイオキシン類対策特別措置法の施行

事業者の廃棄物発生源自主管理の促進

公共系廃棄物等の発生抑制の推進

容器包装廃棄物リサイクルの推進

大気、水質、土擦等の常8守監視

全県レベルの環境実態調査

排出源究明等の緊急対策調査

食品からの摂取量調査

水道水調査

農用地等調査

母喜しに関する国の継続調査への協力

PRTRデ ータ活用手法調査

ダイ才キンン分析外制の整備

ダイ才キシン分析施設の整備

環境白書、インターネットによる1膚報の提供

環境科学センター等の窓□|こおける質問、相談等の対応

ダイオキシン類肖」減対策の技術情報の提供

ダイ牙キンン対策レポート|こよる情報提供

環境学習、研1うの実施
庁内横断的な検討

掌識経験者|こよる専門的な検討

(*:横浜市、川崎市及び横須賀市を除<。)


